
原則路線図の座標を使用。
（路線図座標が使えない場合は要相談）

※中心線からの後退距離2.000ｍを確保してください（1.999ｍはNG）

※1mm未満は切り捨てで表記してください。

※別紙座標簿（エクセルシート）についても、併せて送付をお願いします。



細街路整備申請用写真

始点・終点が見えるように

コンベックスをあてて２ｍを確認している写真

0点の近景

２ｍの近景

2mはペイントでOK



終点側も同様
途中、折れ点がある場合は
そのポイントも同様に撮影
（折れ点は始点・終点は気にせず）



確定図申請用写真

確定個所の遠景

各ポイントの近景を撮影




